
 福島市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月２９日  

 

          福島市長       木  幡   浩         

 

福島市規則第  11 号  

 

   福島市財務規則の一部を改正する規則  

 

 福島市財務規則（平成 15年規則第 34号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第 12号を次のように改める。  

 ⑿  指定公金事務取扱者等  法第 243条の２第１項、第５項及び第６項（同条第７項の規定により適用する

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 公 金 の 徴 収 若 し く は 収 納 又 は 支 出 に 関 す る 事 務 （ 以 下 「 公 金 事 務 」 と い

う。）の委託を受けた者をいう。  

 第 ６ 条第 ２号 中 「私 人 」を 「指 定 公金 事 務取 扱者 等 」に 、 「徴 収又 は 収納 の 事務 」を 「 公金 事 務」 に改 め

る。  

 第 48条第 １ 項中 「施 行 令第 158条 第 １項 及 び第 158条 の ２第 １ 項の 規 定に より 徴 収又 は 収納 の」 を 「指 定公

金事務取扱者等に公金の徴収又は収納に関する」に改め、同条第２項を次のように改める。  

２  法第 243条の２の５第１項に規定する市長が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、

全ての歳入及び全ての歳入歳出外現金とする。  



 第 48条第３項から第５項までの規定中「収入事務受託者」を「指定公金事務取扱者等」に改める。  

 第 48条の２中「法第 231条の２の２」を「法第 231条の２の３第１項」に改める。  

 第 49条第１項中「施行令第 165条の７」を「施行令第 165条の６」に改める。  

 第 80条第１項中「施行令第 165条の３第１項の規定により私人」を「指定公金事務取扱者等」に改め、同条

第２項中「私人」を「指定公金事務取扱者等」に改める。  

 第 81条第 １項 第 １号 中 「を して そ の出 張 所」 を削 り 、同 号 後段 中「 出 張所 」 を「 支払 金 融機 関 」に 改め 、

同項第５号中「をしてその出張所」を削り、同号後段中「出張所」を「支払金融機関」に改める。  

 第 93条第１項中「施行令第 165条の５」を「施行令第 165条の４」に改め、同条第３項中「施行令第 165条の

６」を「施行令第 165条の５」に改める。  

 第 106条第２項中「対照し、引継書に当事者が署名押印の上、」を「対照の上、当事者が」に改める。  

 第 116条及び第 118条第１項中「収入事務受託者」を「指定公金事務取扱者等」に改める。  

 第 128条第２項中「施行令第 165条の６」を「施行令第 165条の５」に改める。  

 第 150条第１項第５号中「、契約金額が 50万円未満であり、かつ」を削る。  

 第 151条に次の１項を加える。  

２  契 約の 相手 方 は、 前 項の 規定 に よる 当 該保 証を 証 する 書 面の 提出 に 代え て 、電 子情 報 処理 組 織を 使用 す

る方 法 その 他 の情 報通 信 の技 術 を利 用す る 方法 で あっ て、 当 該保 証 契約 の相 手 方た る 銀行 若し く は確 実 と

認め る 金融 機 関又 は保 証 事業 会 社が 定め 、 市長 が 認め た措 置 を講 ず るこ とが で きる 。 この 場合 に おい て 、

契約の相手方は、当該保証を証する書面を提出したものとみなす。  

 第 278条第１項及び第 279条中「第 243条の２」を「第 243条の２の８」に改める。  

 第 285条中「同令第 165条の３第１項」を「法第 243条の２の６第２項」に改める。  



 
商工業振興課 課長 

 

○ 飯野イベント広場使用料の収納 

○ 産業交流プラザ使用料の収納 

○ 貸付料及び売払代金の収納 

○ 手数料の収納 

観光交流推進室 室次長  ○ 温泉使用料及びこれに付随する収入金の

収納 

○ 公衆浴場入浴券売りさばき収入金の収納 

○ 手数料の収納 

にぎわい商業課 課長  ○ 手数料の収納 

観光交流推進室 室次長  ○ 温泉使用料及びこれに付随する収入金の

収納 

○ 公衆浴場入浴券売りさばき収入金の収納 

○ 手数料の収納 

〇 ふくしまスカイパーク使用料の収納 

 

 第 290条ただし書中「朱で」を削る。  

 別表第１その２の７の項中「私人」を「指定公金事務取扱者等」に改める。  

 別 表 第２ 広聴 広 報課 の 項中 「○  施設 見 学会 参加 負 担金 の 収納 」を 削 り、 同 表男 女共 同 参画 セ ンタ ーの 項

中「印刷機及び」を削り、同表中  

「  

 

 

 

                                        を  

 

 

 

                                       」  

「  

 

 

                                        に改め、同表市民  

 

 

                                       」  



課の項の次に次の１項を加える。  

 

 別 表 第２ 環境 課 の項 中 「○  急 速 充電 器 利用 協力 金 の収 納 」を 削り 、 同表 長 寿福 祉課 の 項を 次 のよ うに 改

める。  

  

 別表第２保健所の項を次のように改める。  

  

スマート窓口推

進課 

課長 
 

〇 手数料の収納 

 

長寿福祉課 課長 
 

○ 老人センター使用料の収納 

○ 遺留品の処分に伴う収入金の収納 

 

保健所 保健総

務課 

課長 

 

○ 手数料の収納 

○ 夜間急病診療所使用料の収納 

○ 夜間休日急病センター使用料の収納 

○ 休日救急歯科診療所使用料の収納 

○ 医薬品等頒布実費徴収金の収納 

衛生課 課長  ○ 手数料の収納 

○ 犬飼養管理・返還費実費徴収金の収納 

感 染

症・疾

病対策

課 

課長  ○ 予防接種に係る徴収金及び手数料の収納 

○ 感染症医療費自己負担金等の収納 

健康づ

くり推

進課 

課長  ○ 過料の収納 

〇 検診等の徴収金等の収入金の収納 

 



  

 別 表 第２ 都市 計 画課 の 項欄 中「 ○  都 市 計画 図等 交 付実 費 徴収 金の 収 納」 を 削り 、同 表 住宅 政 策課 の項 中

「、市営住宅の敷金」を削る。  

 別記を次のように改める。  

  

保健所 保健総

務課 

課長 

 

○ 手数料の収納 

○ 夜間急病診療所使用料の収納 

○ 夜間休日急病センター使用料の収納 

○ 休日救急歯科診療所使用料の収納 

○ 医薬品等頒布実費徴収金の収納 

衛生課 課長  ○ 手数料の収納 

○ 犬飼養管理・返還費実費徴収金の収納 

感 染

症・疾

病対策

課 

課長  ○ 予防接種に係る徴収金及び手数料の収納 

○ 感染症医療費自己負担金等の収納 

健康づ

くり推

進課 

課長  ○ 過料の収納 

〇 検診等の徴収金等の収入金の収納 

 



別記（第 147条関係）  

  

 



   



   



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



   



  

  



   



   



   



   



  

  



   



   



   



   



   



様式第 26号を次のように改める。  

様式第 26号（第 48条関係）  

 



様式第 56号及び様式第 57号を次のように改める。  

様式第 56号（第 103条関係）  

  

年　　月　　日

福島市長　様

（会計管理者）

所属名

出納員 職

氏名

年度の会計事務に係る現金分任出納員等について、下記のとおり報告します。

職名 氏名
異動
年月日

任命・解任
の別

分任出納員
の別

異動事由
※「その他」は
理由を記入

　　備考

　　　１　別表第二の現金分任出納員等となる職員は出納員が指定する者となります。

　　　２　年度途中において、異動があったときも本報告書を提出してください。

現金分任出納員等異動報告書



様式第 57号（第 106条関係）  

  

付異動によって、福島市財務規則第106条の規定により、

同規則第284条に定める帳簿とともに下記のとおり引継ぎいたしました。

会計管理者　様

所属出納員氏名

前任者所属

職

氏名

後任者所属

職

氏名

１　現金引継計算書

科目

円

円

円

円

計 円

２　証券引継計算書

名称 数量

円

円

円

円

計 円

３　物品引継計算書 別冊帳簿のとおり

備考

１　本書は３通作成し、１通は会計管理者へ、他の２通は前任者、後任者が各１通を

　　保管する。

２　本書は、異動発令の日から５日以内に提出するものとする。

券面金額 記号番号

記

引　継　書

　　年　　　月　　　日

年　　月　　日

説明金額



附  則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 


